平成２５年度　「スーパーマーケットトレードショー2014」における

展示ブース設営等業務委託に関するプロポーザル募集要項
平成２５年１２月３日

長崎県食料産業クラスター協議会　　会長　尾　崎　　　隆
平成２５年度に、長崎県食料産業クラスター協議会が「スーパーマーケットトレード

ドショー2014」における展示ブース設営等業務を行うにあたり、委託事業者を公募し、委託する事業者を決定します。

　
１　委託業務の名称　

「スーパーマーケットトレードドショー2014」における展示ブース設営等業務
２　委託業務の内容

別添「スーパーマーケットトレードドショー2014」における展示ブース設営等業務
　　仕様書のとおりとする。

３　委託料

　　（１）委託料上限額　　５，０００千円（消費税及び地方消費税を含む）　　　　　　　　

（２）委託金額は、基本契約額に加え、単価契約に基づく支援実績に応じて支払うものとする。

　　
４　参加資格

　　本プロポーザルの参加資格は、参加意思表明書の提出期限（提出期限の末日）から

契約締結までの全期間に渡って、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

（１）日本国内に本社（主たる事務所）が所在すること。

（２）展示ブース設営等業務を理解し、円滑かつ効果的に業務を遂行できること。

（３）本委託業務の内容を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者
でないこと。
（５）指名停止又は指名除外の措置を県から受けている者でないこと。
（６）過去６ヶ月以内に、手形交換所において不渡手形及び不渡小切手を出していない者

であること。
（７）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売
手続の開始決定がなされている者でないこと。
５　スケジュール
（１）参加申込書の受付　　　　平成２５年１２月　６日（金）17時まで（必着）
（２）質問書の受付　　　　　　平成２５年１２月　６日（金）17時まで（必着）
（３）質問に対する回答　　　　平成２５年１２月　９日（月）
（４）申請書の受付　　　　　　平成２５年１２月１３日（金）１７時まで（必着）
（５）審査結果の通知　　　　　平成２５年１２月１７日（火）
６　参加手続き

（１）参加意思表明書及び申請書の様式の入手

　　　参加に必要な様式は、長崎県食料産業クラスター協議会HPからダウンロードするか、長崎県中小企業団体中央会　工業振興課で受け取ってください。（リンク先表示）
なお、説明会は、実施しません。
（２）参加意思表明書の提出

　　　参加を希望する者は、参加申込書を提出してください。参加申込書の提出がない者の参加は認められません。

　ア　提出書類　参加申込書（様式１）
　イ　提出期限　平成２５年１２月６日（金）１７時まで（必着）

　ウ　提出方法　持参又は郵送(消印有効)
　エ　提出先　長崎県食料産業クラスター協議会

(長崎県中小企業団体中央会　工業振興課内)
（３）質問の受付及び回答

　　　申請書に関する質問がある場合には、質問書を提出してください。

　　　質問に対する回答は、全ての意思表明者に対して、ＦＡＸにて行います。

　ア　提出書類　質問書（任意の様式で構いません。）

　イ　提出期限　平成２５年１２月６日（金）１７時まで

　ウ　提出方法　FAX
　エ　長崎県食料産業クラスター協議会 (FAX０９５－８２１－８０５６)

(長崎県中小企業団体中央会　工業振興課内)

　オ　回答日　平成２５年１２月９日（月）
（４）申請書及び見積書等の提出

ア　提出書類　申込書　(様式1)
　　　　　　　見積書　(様式２)
　　　　　　　提案書　(様式３)

　　　　　　　付属書類　　　①　国税・県税の未納がない証明　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　②　法人登記簿の謄本（３ヶ月以内に取得したもの）
　　　　　　　　　　　　　　　③　過去３年間の決算書の写し
　　　　　　　　　　　　　　　

　
イ　提出部数　　申請書、見積書ともに３部（※１部のみ正本とし、残りは複写可）

　　　　　　　　　付属書類１部

ウ　提出期限　　平成２５年１２月１３日（金）１７時まで（必着）
　エ　提出方法　　持参又は郵送

　オ　提出先　　　長崎県食料産業クラスター協議会

(長崎県中小企業団体中央会　工業振興課内)

７　選定方法
（１）審査方法　申請書等の提出書類による書面審査

（２）審査基準

　　　申請書の内容に基づいて審査を行い、選定します。

	審査項目
	審査内容

	仕様書の遵守
	・展示小間のイメージ
・工事内容の内訳

・作業人員配置

・作業スケジュール



	組織の体制・実績
	・連絡体制の確保

・活動実績
・他の公共団体等からの同様の業務受託状況等



（３）参加が無効となる場合
　　ア　申請書等の提出が提出期限に遅れた場合は失格となります。
　　イ　審査結果に影響を与えるような不正な行為が認められた場合は失格となります。
（４）応募者が１者だけの場合は、審査項目の採点数が6割を上回った場合に随意契約
の相手方として選定します。

（５）審査結果の通知

　　　審査結果に関する通知は　１２月１７日（火）に書面にて送付します。

８　業務委託の契約手続き

　　選定された提案者と随意契約により本業務の委託契約の手続を行います。

９　留意事項

（１）参加にかかる経費は参加者の負担とします。

　（２）提出された書類は、原則として返却しないものとします。

　（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。

　（４）提出された書類は、選定以外の目的には、無断で使用しないものとします。

　（５）本協議会が、申請書等の作成に当たって必要となる資料等を配布した場合には、その資料等は、発注者の了解なく公表または使用することは出来ません。

１０　問合せ先

　　〒８５０－００３１　長崎県長崎市桜町４－１　長崎商工会館９階
　　長崎県食料産業クラスター協議会

長崎県中小企業団体中央会　工業振興課　担当者　神原、堀脇
　　電話　０９５－８２６－３２０１
　　FAX　０９５－８２１－８０５６
